
路上喫煙禁止地区指定（案）についてのパブリック・コメント実施 

 

・パブリック・コメント（意見募集）の期間 

 令和３年１２月１日（水）～１２月３１日（金） 

 

・趣旨 

川口市では、平成１７年５月に「川口市路上喫煙の防止等に関する条例」（以下、「条例」

という。）を制定しており、川口市内の道路など、公共の空地の場所では、できる限り路上

喫煙をしないように努める義務となっております。 

また、人通りが多く、路上喫煙を禁止することが特に必要とされている地区を「路上喫煙

禁止地区」（以下、「禁止地区」という。）としており、ＪＲ川口駅、西川口駅、東川口駅、

ＳＲ川口元郷駅及び南鳩ヶ谷駅周辺を指定しています。 

 近年、市内他駅周辺においても、路上喫煙者やたばこの吸い殻の散乱が見受けられること

から、禁止地区の新規指定のほか、今後様々な見直しなどを順次行うこととなりました。 

・目的 

 道路等における喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図り、たばこの火や副流煙等によ

る人体等への健康被害及び吸い殻の散乱を防止し、安全で快適な歩行空間及び清潔な地域

環境を確保するために、条例第３条第１項等で掲げる路上喫煙の防止についての施策を総

合的に実施するために定めた、路上分煙基本計画及び路上分煙実施計画の中で執り行うも

のです。 

 

・今後の路上分煙対策等の方針について 

◎禁止地区の新規指定（ＳＲ鳩ヶ谷駅・新井宿駅周辺） 

①現在、市民等の通行の多いＪＲ川口駅、西川口駅、東川口駅、ＳＲ川口元郷駅及び南鳩ヶ

谷駅周辺地区の計５箇所を禁止地区に指定し、路上喫煙防止対策を行っています。 

一方、令和２年度のＳＲ鳩ヶ谷駅の１日当りの利用者数は、９，４０２人、ＳＲ新井宿駅は

４，７２２人であり、人通りの多い場所となっています。 

②ＳＲ鳩ヶ谷駅及び新井宿駅周辺の市民の方々から、禁止地区指定及び喫煙所の設置に関

する意見がありました。 

③ＳＲ鳩ヶ谷駅及び新井宿駅周辺で、路上喫煙者やたばこの吸い殻の散乱状況について調

査したところ、下記の図の範囲を中心に多数の路上喫煙者やたばこの吸い殻の散乱があり

ました。 

こうしたことから、両駅周辺のそれらの範囲について禁止地区の指定を検討するにあた

り、条例の規定では、学識者、市議会議員、公募市民、事業者などで構成されている川口市

廃棄物対策審議会（以下、「審議会」という。）での意見をいただき指定することとなって

いますが、この審議会での意見のほかに、主に両駅を利用する市民等からの意見を聴くため
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に併せてパブリック・コメントを実施いたします。 

路上喫煙禁止地区の新規指定（案） 

鳩ヶ谷駅周辺路上喫煙禁止地区 

 

新井宿駅周辺路上喫煙禁止地区 

 

 

 

 

 

 

 

 



・意見の提出方法 

提出にあたり、書式は特に定めておりませんが、住所・氏名（法人の場合は、所在地・名

称）、連絡先を明記のうえ、下表の方法にてご提出ください。 

 

提出方法 提出先 

文書の持参 

資源循環課窓口 

川口市朝日 4-21-33(リサイクルプラザ 2 階) 

受付時間は平日 8 時 30 分～17 時 15 分 

郵送 

〒332-8601 川口市青木 2-1-1 

川口市 環境部 資源循環課あて 

締切日当日消印有効 

ファクシミリ 048-228-5322 

電子メール 090.03000@city.kawaguchi.saitama.jp 

 

【注意】 

※意見に対しての回答は、後日、川口市ホームページにてその概要を公表いたします。なお、

個別の回答はいたしません。 

※路上喫煙禁止地区の指定案に関する意見は、直接両地区に密接に関わりがある在住の市

民の方などの意見を尊重するものといたします。 

※住所・氏名等の不記載により個人又は法人の特定ができない場合は、無効といたします。 

※電話や口頭での意見は受付できません。 

※意見については、個人情報を除きすべて公表いたします。 

 

・担当課 

資源循環課 

所在地:〒332-0001 川口市朝日 4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟 2階) 

電話:048-228-5370(直通) 

電話受付時間:8 時 30 分～17 時 15 分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) 

ファックス:048-228-5322 


